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委員および一般からのご意見 

 

 

①委員から流域委員会への意見、指摘（2006/10/10～2006/11/14 前回委員会以降） 

委員からの意見はありませんでした。 

 

②一般からの流域委員会へのご意見、ご指摘（2006/10/10～2006/11/14 前回委員会以降） 

No. 発言者・所属等 受取日 内 容 
724 宇治・世界遺産を守

る会 代表世話人 
須田稔氏 

06/11/08 「淀川水系流域委員会休止に対する抗議および委員会継続

と新委員選任要請等に係る国土交通大臣と近畿地方整備局

長への文書」が寄せられました。別紙724-1をご参照下さい。

723 酒井隆氏 06/11/02 ダムフォローアップに係わる資料が寄せられました。別紙

723-1をご参照下さい。 

722 リバープロジェクト
木村俊二郎氏 

06/10/25 「会議傍聴について」が寄せられました。別紙722-1をご参

照下さい。 

721 福本和夫氏 06/10/18 「淀川大堰の設置によって生ずる塩水遡上と水質汚染、環

境問題について」が寄せられました。別紙721-1をご参照下

さい。 

720 福本和夫氏 06/10/18 淀川大堰閘門建設に関するご意見が寄せられました。別紙

720-1をご参照下さい。 

719 近藤ゆり子氏 06/10/18 利水（木曽川水系フルプラン問題の継承）に関するご意見

が寄せられました。別紙719-1をご参照下さい。 

 

 

淀川水系流域委員会 
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２００６年１１月８日  
 

淀川水系流域委員会 様 
 
日頃のご努力に敬意を表します。 
宇治・世界遺産を守る会は、１１月８日、国土交通大臣と近畿地方整備局長宛に下記文書を送付

しました。 
 

宇治・世界遺産を守る会 
代表世話人 須田稔 

 
 

記 
 
 

２００６年１１月８日 
 

国土交通大臣 
 冬柴鉄三 様 
国土交通省近畿地方整備局長 
 布村明彦 様 
 

宇治・世界遺産を守る会 
代表世話人 須田稔 

 
 

淀川水系流域委員会の休止決定に厳しく抗議し、休止方針を撤回し、 
委員会の継続と新委員の選任（公募制を含め）を要請します 

 
 

貴下ますますご清栄のことと存じます。 
 
さて、新聞報道によると、布村国土交通省近畿地方整備局長は１０月２４日の就任の記者会見

で、淀川水系流域委員会を来年２月以降、休止する方針を明らかにされました。 
 
 新聞は、「布村局長は、淀川水系流域委員会について『相当量の意見を頂いており、生かせるも

のは具体的に反映させていかないといけない』とする一方、『流域の市町村長から（淀川委の意見

を）偏重しすぎているとお叱りも受けている』と述べ、国交省の施策と対立する提言、答申を行

ってきた淀川水系流域委員会をけん制した。」「現委員の任期終了に伴う新委員の選定を先送りす



724 宇治・世界遺産を守る会 代表世話人 須田稔氏 
 

724-2 /2 
 

ることについて、布村局長は『（淀川水系流域委員会で審議することになっている）国の淀川水系

河川整備計画案がまとまるめどが立っていないため』と説明。委員会再開時の委員選定方法につ

いては、明言を避けた。」と報じています。 
 
そもそも河川法は、１９９７（平成９）年の改正で、治水と利水を最優先させた河川整備が河川

環境を破壊し、河川を荒廃させてきたてことを反省し、これまでの「治水」、「利水」に加えて「河

川環境の整備と保全」を法の目的に追加し、今後２０～３０年間の具体的な河川整備の内容を示

す「河川整備計画」について、地方公共団体の長、地域住民等の意見の反映する手続きを導入し

ています。 
 
近畿地方整備局が諮問機関として２００１年に淀川水系流域委員会を設置し、河川工学や河川

環境の専門家や弁護士、住民らが委員となり、委員の選定に公募制を導入するなど、河川法に基

づく河川整備計画策定のために先進的なとりくみを行ってきました。私たち淀川・宇治川の流域

住民は、河川法に基づくとりくみであり、地域の意見を反映する計画制度を生かし、不十分さは

残しながらも地域住民の信頼を得る上で必要な努力をおこなっているものと評価してきました。  
 
しかるに今回、突然に、淀川水系流域委員会を休止する方針を発表したこと、しかも「国の淀

川水系河川整備計画案がまとまるめどが立っていないため」などと理由にもならないことを持ち

出し、委員会の提言や答申が国土交通省の意に沿わないことを背景に、委員会を休止し、事実上

解体することは、河川法の定めに背く行為であり、国民主権、民主主義と相容れない暴挙です。

また委員会休止の方針は、この６年間に築かれた国土交通省と地域住民の一定の信頼を自らが崩

壊させる自滅行為といえます。 
 
私たちは淀川水系流域委員会の休止決定に厳しく抗議し、休止方針を撤回し、委員会の継続と

委員の選任（公募制をふくめ）なさるよう強く要請します。 
 

以上 



 

 

淀川水系流域委員会様 

酒井 隆 

淀川水系流域委員会の審議に係わる資料を意見書として提出します。 

723  酒井隆氏
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会議傍聴について 

 

                 リバープロジェクト 

                    木村 俊二郎 

 

 第52回委員会において検討会も公開することのなったことは大変喜ばしいことと歓迎してい

ます。 

 

 ところがその告知方法に問題があります。なぜ検討会は「今後の会議のお知らせ」や「会議傍

聴・参加申込み」のところには掲載されないのですか。これは会議ではないのですか。公開とは

言いながらそっと告知だけしただけなのですか。新着情報で広報すれば済むという問題ではない

と思います。淀川水系流域委員会の正式の会議である以上「会議傍聴・参加申込み」欄に掲出し

ても何ら問題はないし、またそうすべきでしょう。 

 

 また、申込み方法も傍聴者に負担をかけるべきではないのではないですか。淀川水系流域委員

会は多くの一般住民の傍聴・参加を期待しているはずです。だとすれば住民に負担をかけない方

法を検討すべきでしょう。従来からの傍聴申し込み方法を変更する必要はないと考えます。あえ

て往復ハガキによる申し込み方法に変更した理由は何なのか、「厳正なる抽選」とはどんな形なの

かはっきりさせていただきたいと思います。先着順は理由にはなりません。往復ハガキによる申

込み方法は再検討していただきたいと思います。 

 

 聞くところによれば住民参加部会検討会への傍聴申込みは締切日までには2名だったとか。こ

れは告知方法に問題があったと考えざるを得ません。会議の公開の原則を十分理解して告知方法

など検討すべきではないでしょうか。 
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